
第１号議案 知多都市計画道路の変更について 

内容及び関連する事項 理  由 

（第１号議案） 

 知多都市計画道路の変更 

○３・３・１号衣浦西部線（東浦町） 

 ・ 区域の変更 

    変更延長 約316ｍ 

 変更前 変更後 

一般部幅員 23ｍ 23ｍ 

交差点部幅員 23ｍ 26ｍ 

〇３・４・17号大府半田線（東浦町） 

 ・ 区域の変更 

・ 構造事項の変更 

   変更延長 約236m 

 変更前 変更後 

一般部幅員 16ｍ 16ｍ 

交差点部幅員 16ｍ 18.5ｍ 

 

【参考】 

・知多都市計画道路の変更（町決定） 

○３・４・508号養父森岡線（東浦町） 

  ・ 終点位置の変更 

  ・ 区域の変更 

  ・ 構造事項の変更 

    変更延長 約2,230m 

 変更前 変更後 

延長 3,980m 3,770m 

終点 知多郡東浦町

大字緒川字昭

和一区 

知多郡東浦町

大字緒川字昭

和一区 

一般部幅員 16ｍ 16ｍ 

交差点部幅員 19ｍ 19ｍ 

鉄道交差部幅員 23ｍ 28.4ｍ 

 

 

 

 

 

東浦町決定の３・４・508号養父

森岡線において、交通の安全性と

走行性の向上を図るため線形等を

変更することに伴い、３・３・１号衣

浦西部線の一部区間の区域の変

更、３・４・17号大府半田線の一部

区間の区域の変更、幹線街路との

立体交差箇所数の変更を行うもの

である。 



○３・４・46号健康の森線（東浦町） 

  ・ 終点位置の変更 

  ・ 区域の変更 

    変更延長 約140m 

 変更前 変更後 

延長 2,420m 2,430m 

終点 知多郡東浦町大字 

森岡字下申間 

知多郡東浦町大字 

森岡字下申間 

 

〇３・５・509号塩田線（東浦町） 

 ・ 路線の追加 

   変更延長 約198m 

  新 

位置 起点 知多郡東浦町大字

森岡字南陽二区 

終点 知多郡東浦町大字

緒川字塩田 

主な経由地 ― 

構造 構造形式 地表式 

車線の数 ２車線 

幅員 15m 

交差の構造 幹線道路と 

平面交差２箇所 
 

 



第２号議案 西三河都市計画道路の変更について 
第３号議案 西三河都市計画都市高速鉄道の変更について 

内容及び関連する事項 理  由 

（第２号議案） 

 西三河都市計画道路の変更 

○３・４･13号安城蒲郡線（安城市） 

・ 名称（地名）の変更 

※参考資料１参照 

 

○３・５･38号桜井和泉線（安城市） 

・ 名称（地名）の変更 

※参考資料１参照 

 

（第３号議案） 

 西三河都市計画都市高速鉄道の変更 

○名古屋鉄道西尾線（桜井駅） 

・ 名称（地名）の変更 

※参考資料２参照 

 

安城桜井駅周辺特定土地区画

整理事業の換地処分に伴い、名

称（地名）を変更するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

安城桜井駅周辺特定土地区画

整理事業の換地処分に伴い、名

称（地名）を変更するものである。 

 



区域

番号 路線名 起点 終点 主な経過地 延長
構造
形式

車線
の数

幅員
地表式の区間における
鉄道等との交差の構造

3･4･13 安城蒲郡線

安城市
桜井町
桜西

三丁目

額田郡
幸田町

大字深溝
字樋口

西尾市
東浅井町

堤内

岡崎市
中島町
字荒子

約15,360m 地表式 ２車線 16ｍ
名鉄西尾線と立体交差
幹線街路名豊道路と立体交差
幹線街路と平面交差13箇所

3･5･38 桜井和泉線
安城市
和泉町
長筬

安城市
桜井町
桜西

三丁目

安城市
石井町
石原

約3,460ｍ 地表式 ２車線 12ｍ
幹線街路名豊道路と立体交差
幹線街路と平面交差３箇所

区域

番号 路線名 起点 終点 主な経過地 延長
構造
形式

車線
の数

幅員
地表式の区間における
鉄道等との交差の構造

3･4･13 安城蒲郡線
安城市
桜井町
伝左

額田郡
幸田町

大字深溝
字樋口

西尾市
東浅井町

堤内

岡崎市
中島町
字荒子

約15,360m 地表式 ２車線 16ｍ
名鉄西尾線と立体交差
幹線街路名豊道路と立体交差
幹線街路と平面交差13箇所

3･5･38 桜井和泉線
安城市
和泉町
長筬

安城市
桜井町
伝左

安城市
石井町
石原

約3,460ｍ 地表式 ２車線 12ｍ
幹線街路名豊道路と立体交差
幹線街路と平面交差３箇所

構造

第２号議案　西三河都市計画道路の変更について

備考

幹
線
街
路

幹
線
街
路

都市計画道路中3・4・13号安城蒲郡線ほか１路線を次のように変更する。

　　

種
別

名称 位置 構造
備考

（新）

（旧）

種
別

名称 位置

参考資料１



　都市計画都市高速鉄道中名古屋鉄道西尾線（桜井駅）を次のように変更する。

区域
番
号

路線名 起点 終点 主な経過地 延長
構造
形式

地表式の区間における幹
線街路等との交差の構造

名古屋鉄道
西尾線

(桜井駅)

安城市
堀内町
カラ桶

西尾市
米津町
桜道

安城市
桜井町
桜西

一丁目

約 4,420m

安城市
桜井町
城向

二丁目

安城市
小川町
南門原

安城市
桜井町
桜西

一丁目

約 1,210m 嵩上式

約 3,210m 地表式
幹線街路と
立体交差２箇所

区域
番
号

路線名 起点 終点 主な経過地 延長
構造
形式

地表式の区間における幹
線街路等との交差の構造

名古屋鉄道
西尾線

(桜井駅)

安城市
堀内町
カラ桶

西尾市
米津町
桜道

安城市
桜井町
新田

約 4,420m

安城市
桜井町
三度山

安城市
小川町
南門原

安城市
桜井町
新田

約 1,210m 嵩上式

約 3,210m 地表式
幹線街路と
立体交差２箇所

なお、安城市桜井町桜西一丁目地内に桜井駅を設ける。

線路線数２
連続立体交差事業

内訳

なお、安城市桜井町新田地内に桜井駅を設ける。

名称 位置 構造
備考

（旧）

（新）

名称

第３号議案　西三河都市計画都市高速鉄道の変更について

位置 構造
備考

内訳

線路線数２
連続立体交差事業

参考資料２



参考資料  

 

第  ４ 号議案  

 

名 古 屋 三 河 道 路 の 都 市 計 画 決 定  

に関する 愛知県都市計画審議会環境影響

評 価 調 査 専 門 部 会 の 設 置 に つ い て 

 
参考資料１ 

・・・愛知県都市計画審議会環境影響評価調査専門部会要綱 

参考資料２ 

・・・名古屋三河道路の都市計画及び環境影響評価手続について 

 

 

 

 

愛知県都市計画審議会 
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愛知県都市計画審議会環境影響評価調査専門部会要綱 

 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、近年環境問題が都市計画決定に当たっての重要な判断要素であることにかんが

   み、環境影響評価に関する事項を調査審議させるための環境影響評価調査専門部会（以下「専

   門部会」という。）の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 専門部会は、愛知県都市計画審議会（以下「審議会」という。）が付託した都市計画に係る

   環境影響評価に関する事項を調査審議するものとする。 

（設 置） 

第３条 専門部会は、審議会の議決により設置する。 

（組 織） 

第４条 専門部会は、審議会長が指名する委員、臨時委員及び専門委員若干人をもって組織する。 

（部会長） 

第５条 専門部会に、部会長を置き、専門部会に属する委員のうちから、審議会長が指名する。 

  ２ 部会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

（会 議） 

第６条 専門部会の会議は、部会長が招集する。 

  ２ 専門部会の会議においては、部会長が議長となる。 

  ３ 専門部会の調査審議が終了したときは、部会長が、その結果を審議会に報告するものとする。 

（会議の開催） 

第７条 専門部会の会議は、会場を設けて開催するものとする。 

２ 委員、臨時委員及び専門委員は、原則として会場に参集して会議に出席するものとする。た

だし、やむを得ない事情により会議を招集する場所に参集することが困難な場合は、映像と音

声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会

議を招集する場所以外の場所から会議に参加（オンライン出席）することができる。 

３ 前条第１項の規定に関わらず、疫病・災害等により招集による開催が困難なとき、調査審議に直接

影響しない事項について報告・説明するとき、その他部会長が認めたときは、書面によって開催でき

るものとする。ただし、事前確認により委員から招集による開催を求める意見があったときは、書面

による開催は行わないものとする。 

４ 書面による開催は、回答期日を指定し書面で委員の意見を聞くものとする。 

（会議の公開等） 

第８条 専門部会の会議は、これを公開するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限り

でない。 

     (1)  調査審議する内容に、愛知県情報公開条例（平成１２年愛知県条例第１９号）第７条に規

定する不開示情報に該当する情報が含まれている場合   

参考資料１
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     (2)  専門部会が非公開とする旨を議決した場合 

   (3) 書面による開催を行なった場合。ただし、書面による開催の内容は、公表することとする。 

  ２  専門部会の傍聴方法等については愛知県都市計画審議会傍聴要領（平成１３年４月２７日施

行）に規定するところに準じて行う。ただし、書面による開催を行なった場合はこの限りでな

い。 

（解 散） 

第９条 専門部会は、その調査審議に係る都市計画の案が、審議会で議決された後、解散するものと

する。 

（雑 則） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、部会長が、専門部会に

諮って定める。 

 

附 則 

   この要綱は、昭和57年７月７日から施行する。 

  附 則 

   この要綱は、平成12年4月１日から施行する。 

  附 則 

   この要綱は、平成20年2月29日から施行する。 

附 則 

   この要綱は、令和５年７月14日から施行する。 

附 則 

   この要綱は、令和６年10月17日から施行する。 

 

 2   



 
 
名古屋三河道路の都市計画及び環境影響評価手続について 

 

 

１．名古屋三河道路の概要 

 

＜路線の名称＞ 名古屋三河道路（西知多道路～名豊道路区間） 

＜位 置＞  愛知県知多市～愛知県安城市 （別添 位置図） 

＜規 模＞      延長：約 20ｋｍ  車線数：４車線 

 

＜都市計画における位置づけ＞  

名古屋三河道路は、弥富市から岡崎市までを結び、伊勢湾岸自動車道とのダブル

ネットワークを構築することで物流網を常時確保するなど、高速道路ネットワークと一

体となって効果を発揮する高規格道路です。西知多道路～名豊道路の間は、知多都

市計画区域マスタープラン及び西三河都市計画区域マスタープランにおいて、知多

地域と西三河地域の連携を強化し、両地域の産業集積と生産性の向上を図るための

広域的な東西軸を担う道路として定めております。 

 

＜事業の目的＞ 

名古屋三河道路（西知多道路～名豊道路）の整備は、知多地域と西三河地域を直

接東西に結ぶことで地域間の物流網の発展、交流域の拡大、ひいては、産業集積や

生産性の向上を図るとともに、交通円滑化、交通事故の減少、災害リスクの改善等に

寄与することを目的としています。 

 

＜経緯＞ 

2022年度から構想段階評価手続を実施し、2024年12月に別添位置図のとおり「ル

ート帯案」及び「インターチェンジ配置案」を決定しました。あわせて、環境影響評価

法に基づく計画段階環境配慮書手続も実施し、2025年3月に同配慮書を公表、5月

29日の国土交通大臣意見をもって、同配慮書の手続を完了しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料２



２．都市計画決定と環境影響評価の流れ 

 

＜都市計画に定められる環境影響評価対象事業に関する特例＞ 

環境影響評価法（38 条の６第１項）において、環境影響評価の対象事業が都市

計画に定められる事業である場合には、都市計画決定権者が環境影響評価手続

を都市計画の手続に併せて実施することが定められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

県の実施         都市計画決定権者（県）の実施 
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別 添  位 置 図 
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